
 1 / 4 
 

 

 

＜令和６年度の雇用保険料率＞ 令和６年４月 1 日～令和７年 3 月 31 日 

負担者 
 
 
事業の種類 

①労働者負担 
（失業等給付・
育児休業給付の
保険料率のみ） 

②事業主負担   ①＋② 
雇用保険料率 失業等給付・

育児休業給付
の保険料率 

雇用保険二
事業の保険
料率 

一般の事業 
6/1,000 9.5/1,000 6/1,000 3.5/1,000 15.5/1,000 

農林水産・※
清酒製造の
事業 

7/1,000 10.5/1,000 7/1,000 3.5/1,000 17.5/1,000 

建設の事業 
7/1,000 11.5/1,000 7/1,000 4.5/1,000 18.5/1,000 

※ 園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については 
一般の事業の率が適用されます。 
 

 

中小企業庁では、毎年３月と９月の「価格交渉促進月間」終了後、価格交渉・価格転嫁の実施状況を把握するこ
とを目的として、「価格交渉促進月間」フォローアップ調査を実施しております。 
価格転嫁が実現されやすい環境を作り上げていくためには、多くの中小企業のご意見をいただき、現状を正確に

把握することが重要です。ハガキを受領した事業所は調査にご協力くださいますようお願いいたします。 
 
１．調査対象の中小企業 
  中小企業庁から発送された「はがき」を受領した法人企業 
  ※ 調査対象の中小企業（法人）は非公表。 

２．調査回答期間 
  ～ 令和６年５月３１日（金） 

３．回答方法 
  はがき内側の URL から WEB 回答 

※回答は匿名化され、回答者が特定されることはありません。 
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令和６年度の雇用保険料率は、令和５年度と同率です。 

中小企業庁「価格交渉促進月間」のフォローアップ調査に係る協力依頼 
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大槌商工会令和６年度通常総会を下記の日程で開催いたします。ご多忙とは存じますが、
ぜひご出席頂けますよう案内申し上げます。また、総会終了後の懇親会にも併せてご出席の
ほどよろしくお願いいたします。 

やむを得ず出席できない場合には委任状をご提出くださいますようお願いいたします。な
お、委任状は本年度より FAX でも受け付けいたします。 

出欠報告ならびに委任状は、改めて総会資料とあわせて郵送いたします。 

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* 

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* 
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阿部 力 さん 

漁業・カキ養殖（赤浜） 

わんにゃん美容室じゅのむ 
藤原 紅葉 さん 

トリミングサロン（末広町） 

有限会社 三浦屋石材店  

石材加工・墓地工事（小鎚） 

おおつち百年之業
ひゃくねんのぎょう

協同組合 

労働者派遣事業（小鎚） 

有限会社 エイワ工業  

土木・給水事業（大槌） 

株式会社 鳶
とび

誠 組
せいぐみ

  

鳶 職（赤浜） 

 新 規 会 員 紹 介   

４/２６ 
（ 金 ） 
営 業 

４/２７ 
（ 土 ） 
休 業 

４/２８ 
（ 日 ） 
休 業 

４/２９ 
（ 月 ） 
休 業 

４/３０ 
（ 火 ） 
営 業 

５/１ 
（ 水 ） 
営 業 

５/２ 
（ 木 ） 
営 業 

５/３ 
（ 金 ） 
休 業 

５/４ 
（ 土 ） 
休 業 

５/５ 
（ 日 ） 
休 業 

５/６ 
（ 月 ） 
休 業 

５/７ 
（ 火 ） 
営 業 

 大 型 連 休 中 の 営 業 に つ い て 
   

大型連休中はカレンダー通り営業します。 

今年の３月末まで宮城県内の商工会で勤務しておりましたが、岩手県に移り住
み大槌商工会にお世話になることになりました。出身は宮城県気仙沼市です。新
たな環境で会員皆様により良いサービスを提供できるよう努めてまいります。何
かお困りのことやご要望がございましたら、遠慮なくお知らせください。どうぞ
よろしくお願いいたします。 

 


